
 

 

事業化状況報告（2025 年採択/もの補助）｜オプション支援のご案内 

 

１．はじめに 

この度、貴社のものづくり補助金は補助金入金まで完了し、ひとまず一区切りとなりました。 

交付申請・実績報告等の一連のお手続き、大変お疲れ様でした。 

今後は、賃上げ状況や設備導入効果等の報告として、5 年間（計 6 回）の事業化状況報告が

求められます。 

近年は、導入効果に加え、賃上げ要件の確認、賃上げ未達時の取扱い（補助金返還等）、報告内

容による次回以降の補助金申請での評価（減点）など、留意点が増えています。 

本ページでは、弊社ご支援の 2025年度採択企業様向けに、今後の留意点とオプション支援の

ご案内を整理しています。 

応募申請時のご契約（申請支援・成功報酬）は補助金入金までのサポートとなっております。 

事業化状況報告のご支援は、別途【オプション支援】として承ります（詳細は後半に記載）。 

 

２．事業化状況報告のタイミング 

• 毎年春（目安：4〜6月頃）に、事務局から報告依頼メールが届きます。 

• 届いたら、報告期日を確認し、準備を進める必要がございます。（※オプション支援時は、

当該メールを転送ください） 

• 期限までに提出しないと督促や追加確認が入り、補助金返還等の措置につながる可能性

があります（放置しないことが重要です）。 

 

３．ご準備いただくもの 

• 決算報告書一式 

（決算報告書表紙、貸借対照表、損益計算書、※販管費内訳書、※製造原価報告書、個

別注記表）※はある場合のみ 

• 賃金台帳 ※毎年 3月（1か月分）全従業員分 

• 設備導入効果の算出資料（詳細な売上・勘定科目ごとの原価計算が必要です） 

※オプション支援時は、ヒアリングシートをお渡しし、当方で導入効果算出（原価計算）

させていただきます。 

 

４．賃上げ要件の目標達成を必ずご確認ください（重要） 

要件①：地域別最低賃金＋30円以上（申請時に設定した目標）  

• 毎年３月時点において、全従業員が「地域別最低賃金＋30円（申請時に設定した目標値）

以上」であることがわかる賃金台帳（3月分/全従業員分）を提示し、証明する必要があ

ります。 

※申請時目標値を「＋40円」にした場合は、当該目標数値が適用されます。 

• この確認は、事業計画期間の最終年度まで毎年度行われます。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記は最低賃金者の賃金台帳の例です。全従業員分を揃えていただく必要がございます。 

 

要件②：給与支給総額（または一人あたり給与支給総額） 

• 基準年度と事業計画最終年度とを比較し、「給与支給総額目標値」または「1人あたり給

与支給総額目標値」の年平均成長率が目標値（おおよそ年平均 3.5%前後）を達成してい

るかを証明する必要があります。 

• この確認は、事業計画最終年度のみ受けます。（毎年ではありません） 

• 従業員・役員でそれぞれ達成する必要がございます。どちらか片方でも未達成は NGとな

りますので、ご注意ください。 

 

５．設備導入効果の算出 

補助事業の売上高・原価計算の算出 

• 補助事業に紐づく売上・原価（詳細な収支計算）を算出し、設備導入の効果が説明でき

る形にします。 

※オプション支援時は、ヒアリングシートにご回答いただき、当社側で財務分析・原価

計算のうえ、記載内容を整えます。 

事業化段階と目標達成状況の報告 

• 事業化段階（進捗度合い）と、目標との差（ある場合の理由・対応）を報告します。 

※2025 年度より、事業化段階第 3段階以下（＝継続的な販売実績がない場合）は、次回

補助金申請する際、減点になる可能性あります。 

 

 

 

 

 

 



 

 

５．オプション支援の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．オプション支援の料金とサポート内容 

昨今、報告内容の厳格化により、事務局からの差し戻し（修正）や追加確認が発生する場合があ

ります。 

弊社では、当該年度分の事業化状況報告について、承認されるまで（差し戻し対応含む）責任を

もって対応いたします。 

• 料金：5万円（税別）／回 

• サポート内容： 

事業化状況の報告内容の検討・原案作成、WEB 会議による申請サポート、差し戻し（修

正）対応、追加確認への対応（承認まで）、賃上げ要件の確認・ご質問対応 

 


